
かながわポランタリー活動推進基金 21 デー lトDV (恋人間の暴力)防止のためのシステム構築事業

定書くも去う 「号ートDVJつ惨かろう、今 1
号ートDV相緩G>1Cめぬシンポジウu-学校と専門機闇奄つ捗ぐ~

2011年 12月5日(月)午後 1時-3時

かながわ県民センター2階ホール

次第

挨拶 神奈川県立かながわ女性センター舘畏駒形芳彦

第 1部 報告 『デート DV1 10番の 1年J

特定非営利活動法人工ンパワメントかながわ 事務局長池畑博美

第2部パネルディスカッション

「デート D V棺敵のために、学校と専門畿闘をつなぐ』
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神奈川県警寝 少年相餓・保鰻センタ一所長阿古都敏子氏
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児童虐待・ DV防止対簸担当係長須山次郎氏

コーディネーター

特定非営事l活動法人工ンパワメントかながわ理事長岡留真紀
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『ヂート刷岬蜘髄刑事昨τ時す.
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特定非営利活動法人工ンパワメントかながわ

神奈川県立かながわ女性センター



デートDV110番の一年
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関訟準備から関殴まで

a デートDV電話相談員整成績盛

全8日間 48時間の講座

基礎繍・実鼠編修了者の中から相鋭凪を選考

踊鹿内容

デートovと"問a¥人制限と，".記長悌の観卑‘10代@心に寄り賂うため

!::.fiI得医牢.思...の"'ら7ム也舗網酬のa本節係樹闘との連...
矧鴎包習.包括絹阪のロールプレイ等

2010年12月25日、 26日のキャンペーン

• 2011年1月8日より.毎週土曜日14時-20時

開段しました

相級件数

• 12月のキャンペーンを吉めての開銀日

司47日間 282時間

司受理件数 68件

-通話時間合計 却54分

司平均通話時間 羽分

-時間外着信件数 1お件

相談内容



相餓者の性別

相2費者の内訳

!::訟に)
官 ¥ /

起きている暴力(複数回答}

身体的喜暴力

精神的@カ

行動の制慣

性的暴力

陸演曲畢カ

10 20 lCωωω  

相設者の年代

現性

日 %

電話相銀一年で見えてきたこと

ーデ トDVの中で起きている暴力lま軽視できない.

.当事者が暴力だと恕慨していないケースが多い。

.保趨曹がらの相鼓l立、具体的な解決方法を望む
場合が1tい。

経済的暴力が多い.

遠距離交際であっても行動の制限を可能とする
ツーlしがある.

若年層は.イン'>ーネγトやIlf帯で情報を得てい
る。

2 



今後の鰐組と展望

・稽接電話の周知方法の工夫

• r相綴しでもいいことjと思えるための警発

• rヂ…トDVJ書発教育の実施

-相談員の増員とスキルアップ

.相級員自S警の11)のケア

・関係機関との鎖の見える関係

.全閣の欝係機関の擁認と連携

2012年1月から

ヂートDV110番

050-3540-4477 
火曜日 午後8詩-9時

土曜日 午後2時-6時

同封のご案内をご覧くださいませ。

本日はご番喜朗ありがJ::うございました。

ヂー争DVをな〈してい〈ために

3 
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いつ、どこで

誰と会うか

必ず報告する・・

デ卑剛服用

こんなこともFデートDVJ(こ怒るかもしれません
デートDVとは、恋人同士の間で起きる暴力のことです。

交際しているカップルの3組|こ1組で起きているといわれています。

デートDV110
4477 

毎週火曜日 18時 .......21時、 土曜日 14時 .......18時(年末年始を除く)

キ2012年 1月より上記の時間に変更になります

デー トD Vについてのご相談を本人はもちろん

ご家族や友人、学校関係者の方から受け付けています。
DV(ドメスティック・バイオレンス)と同様に、暴力が繰り返される中で、次第にエスカレートしていく

という特徴があります。次第にエスカレートしていくため、被害にあっている人はなかなか気づきに

くいことがあります。

ふ

相お
ご

りで

こお
は

になることがあったら 沼説里むた 官 庁fぬけJ!
ください。 12詰撞主 同dftzv-24 i 

で受け付けています。{由時簡駒一対五千

とh.1cま理由があコて老暴力を突11~いい入隊いまtth.。
問い合わせ先 ーかながわ女性セン告ー研究情報課 電話0466-27-2114 FAX0466-25-6499 
デートDV110番l立、かながわボランヲリー活動推進基金21協働事業の対象事業で、NPOi去人工ンパワメントかながわと県が
協働で実施しています。
このチラシは、 (福)神奈川県社会福祉協強会の地織福祉(ともしび)推進助成金で印刷しました。



~人権教育プログラムとしてご活用ください~
ヱンパワメントかながわ『高校生向けデート D V予防プログラム』のご案肉

特定非営利活動法人エンパワメントかながわ

2009年度より、特定非営利活動法人工ンパワメントかながわは、神奈川県教育委員会および神奈川県立

かながわ女性センターと、かながわポランタリー活動推進基金 21協働事業「デート DV防止のためのシス

テム構築事業Jを進めています。この一環として県内の高校で「高綾生向けデート DV予防プログラムJを

提供しています。

2012年のご案内は、 4月ごろ県内の高校にご連絡する予定です。

県内の高校における実施の場合、料金は協働事業で負担することができますので、ぜひご活用ください

(但し、実施数には限りがあります)。

学年単位でのワークショップの提供については、エンパワメントかながわ事務所までご相談ください。

また、高校生向けの他に、大学生向けのワークショップや、デート DVについての理解を深め、身近なお

となとして 10代の子どもたちを支援していくための教職員向けおよび保護者向けの「デート DV予防ワー

クショップJも提供しています。

園
高校生にとって身近な問題である「デートDV(交際相手からの暴力)Jをテーマとして、自分と他者を大切にすることを

伝え、人と人とが暴力のない対等な関係であるために、お互いの気持ちを尊重しあえるコミュニケーションを学ぶことによ

り、 DV(ドメスティック・バイオレンス)という社会問題を減少に導く。

圃
1)深刻なイメージのあるDVというテーマについて、楽しく参加しながら学んでいくために、工夫を凝らしている。どこにで

もありそうな恋人同士の会話を題材にしている。

2)デートDVについての正しい知織と情報を得られる。恋人同士の聞でも暴力が起こりうることを知り、自分たちにできる

こと(選択肢)があることを伝えていく。

3)参加型のワークショップ(クラス単位で実施)形式によって、一人ひとりの中に気づきを起こすことで、行動の変容を導

き、 DVという暴力をなくしていく。(被害者も加害者も傍観者も作らない。)

|高校生向けデート DV予防プログラムの実施内容|
実施単位:クラス単位

時 間:50分 X2固または 100分(1固)終了後に個別相談(30分程度)

講 師:各国ともエンパワメントかながわスタッフ3名

11園田 (50分)r 匝回目 (50分非

時間 形式 内容 時間 形式

10分
構義 導入

暴力と人権について

10分
グループワーク 自分の気持ちを考えてみる

5分 舗穫

5分
寸劇

5分 グループワーク

5分
寸劇 スタッフによる寸劇

「彼の車の中」
10分 講畿

10分 グループワーク 登場人物の気持ちを考える

10分
講義 デート DVの定畿

種類と特徴

5分
鵡雛 もし被害にあったらできるこ

と

10分
グループワーク

10分 発表

5分 講義

内容

援り返り

スタッフによる寸劇

「高校の門の前」

シナリオの中に DVを探す

コミュニケーション(気持ちを

伝える)について

シナリオを書き換えて対等

な関係に変える

各グループから発表

まとめ
一 一一 ・』一一一



惨加した高校生の声(実施校のアンケート結果より)1

「思う」と答えた理由
このワークショップを他の学校の

生徒にも受けてほしいと思いますか?
-ものすごくわかりやすく、ためになると思うからです。

回忠、う

.思わない

.わからない

自由記述より

・一組でも多くデート DVを受けないでもらいたいから。

町デート DVと思つてはいないけどやってる人もいる

かもしれないから。
・デート DVのことをたくさんの人に知ってほしいし、

それに悩んでいる人がいると思うから。

'DVについて深〈考えることは普段あまりないと思う

ので、こういう機会にしっかり考えるのはとても良

いことだと思います。

・交際はすぐ身近にあるものだからe一人でも線々

なDVにあう人を減らしていきたいξ思ったから。

. jJJになっていたので楽しかったし、わかりやすかったです。ありがとうございました。

-相手の気持ちを考えたり、自分の気持ちを伝えることは大切なことだと思いました。

-とっても楽しかったです。演技もうまくて驚きました。自分だけでなく、友達がデートDVを受けて

いたら相設にのったり、助けてあげたいと思いました。

|これまでの実績|

エンパワメン卜かながわ・デートDV予防プログラム受講者数(2011年3月現在)

高校生 8， 740人(190回)

大学生 1，600人(11回)

教職員他 1，460人 (44回) 合計11，800人(245回)

匝~
1クラスあたり(定員 40名)4万円(ワークショップ当日の交通費は別途)

※料金に含まれるもの

ワークショップ講師謝金 事前打合せの交通費 配付資料(復習用リーフレツ卜・相談機関等)

ワークショップ終了後の個別相談 アンケ 卜集計および報告書作成

お問い合わせはこちらまで・

エンパワメントかながわ事務所

電話・ 045-323-1818
FAX:045-323-1819 

E-mail: kanagawa-cap-miracle@Jsis.ocn.nejp 
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横浜市では、横浜市ov相談支援センターを平成23年9月1日に開設しました。

まずは電話相談窓口にご相談ください。

045・865・2040

を横浜市v自主諮問弓電話司会窓口j】回?賠軍国

鱒
045・671・4275

ムp
月曜~金曜 9:30~12:00 、

13:00~16:30 

(祝日・年末年始を除く)

月曜~金曜 9:30~20:00

土曜ー日曜祝日 930~16:00

(第4木曜年末年始を除く)

※横浜市各区福祉保健センターや警察署交番でもご相談に応じていま守。

rL~'J相談支揺センターの支提内司
.配偶者等からの暴力の相談をお受けします0

・問題の解決に向けた情報や制度、相訟機関

等をご案内します。

・緊急時の安全を区保するための相談に応じます0

・保護命令系に関する相談に応じます。

~身体的畢拘もしくは ~E孟茸長けた担密響力j己申申立てを受
Ijて、 括判所か古うなる配覇者からの軽力10よリ、誼富者の

空命または身体に世大な危告が加えられるおそ拘が大古い

と判断した場合に保設合令が発令されます Tt7他命令に

l~ rm近禁止命令」 と住居からの「退宣命令j がありますe

• • 5) 
」

配偶者等からの暴力は、犯罪となる行為を含む露
大な人権侵害です。

被害者 加害者の性別や間柄を間わず、い力なる理

由があろうとも、決して許されるものでーはありません。

摘浜市は 配偶者等からの暴力防止及び被害者の

保謡、自立支援のための施策に取り組んでいます。

{ 緊急崎町 10醤してくださいー ) 
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(来受付目は、年末年始を除吉ます.) 

.神奈川県配偶者暴力棺談支援センター

かながわ県民センター窓口 円かながわ女性センター窓口

045・313・0745 0466-27.9799 
月曜~金曜900-21:00 火曜~日曜900~120口、
(祝日の金曜を除く 1300~17:00
出210 こ ~90Cは緊急時 (祝日の火曜~木曜を除く。
連絡先となります“ 木曜は12:00まで)

こ:ForForelgner 多童話相談[DV椙該サポト褐誤1
050圃 1501圃 2803Monday一Satωur附day10:00，叶、

〉半i=Engl;sh、Chinese、Korean、Soanish、P。πu巳uese、Thai，Tag己l旧og
(英語、中国話、健国伊民話、スペイン語、ポルトガル語、タイ語タガロタ語)

-女性への暴力相談「週末ホットラインj

045・451・0740土曜 日曜、祝日の金曜1700-2100

.男女共同参画センター横浜
l心とからだと隼き方の電話相談センター1
045輔871 ・8080 毎日900~16C コ

祝日を除いた月曜と金曜は18:00~2000

(第4木曜を除く)

.神奈川県重量察本部

(i3<性・予とものための椙談〈スト カ 、DV被害符)

045・651-4473 月程~金曜日 30~1715
(祝休日を除く)
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胸ぐらを

つかまれたり、

殴るふりをして、

おどされた

殴られる

E主られる

物を

投げつけられたり、

暴れて

家を荒された

一

一方的に大声で

となられたり、

ののしられた

大切にして

いるものを

壊された

浮気をして

いないのに、

しつこく疑われたリ、

実められた

携市電話を

チェックされたり、

監視された

子どもの前で

暴力や暴言

なと・があった

親族に

会えないなど、

外出制限される

一一一ーーーーーー

生活費をもらえない

学費を払わない

「外で働くなリ

など

命令された

!!¥¥断で借金を

重ね、資任を

とらされた

性行為を

強要された

避妊に協7

しない

中絶させらf七

見たくないrに

無理やりポ)tIを

見せられた

「家庭内の問題だからH自分にも悪いところがある」と思っていませんかっ

暴力はふるう側の問題です。誰もが暴力を受けずに安全に暮らす権利があります。

こんな時には、がまんしないで、早めに相訟を!多

• • 、ー，

-プライベートなことは話しづらいものです。「よく話してくれましたねjという姿勢で

話を最後までじっくυ聞いてください。

・「あなたにも問題があるのよH別れればいいのに」などと、被害者を資めるような

言い方はしないて・ください。暴力の責任はふるった側にあります。

l.' . . 
d -

，ピ

' 

・暴力の被害体験を興味本位に聞き出したり、第三者に話したりしないでください。

.被害者の屠場所を加害者に知らせるなどは絶対に避けてください。
• . 1人じゃ偉いhだ1

.家族や友人に"DVで困っている人がいたら、専門の窓口に相談するようにすすめて

ください。

発行元・ 4黄浜市市民局男女共同参画推進課

045-671-2017 

. 

ノ

. . 
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教育相談支援体制

【支援の流れ] (この函は、神奈川県立住吉高等学校の併です。)

j支援を必要とする生徒(の保護者〉←+陸扇ー吋各学年教育相談係l--.f学年頭
(教員の発見)

主題Z 4保護者|

よエ (必要な場合)

ケース会議

ι 
職員

※1除育相談コーディ*-~4とはa ・・各校で史童・生徒への支掻に取ザ組む隙に、課題解決に向けた鵠整・捜瀧役となる

教員のことです。神奈111県立高等学校では、絵育相厳コーヂィネ一歩ーが各枝、各課程に 1名以上います。

滋2援護教謝とは...いわゆるr保健室の先生』として、児童・生徒の保健腎理と指導者担当する専告の教員です。

各校、各課程iこ1名以上います。

来31スクールカウンセラベとは・・・児童、生徒、保護者、教員の棺践に対応する臨床心理士などの心の専門家です。

神奈JII操立高等学校ではおおよそ2、3枝に 1名の割合で配寵され、各校に月1.28程度勤務していますe

そのため、相級にiま基本的に予約が必要です。



平 成 2 3 年 2 月 5 日
デート DV相談のためのシンポジウム
様浜市こども青少年局こども家庭課

、

栂漢市[D) W掴畷~握セシタ=にて3いて
本市では、平成 23年 1月に策定した「横浜市DV施策に関する基本方針及び行動計画」

に基づき、平成 23年9月1日にDV相談支援センター(配偶者暴力相談支援センター)を

開設し、新たに電話相談を開始しています。

DV相談支援センターは、既存の 18区福祉保健センタ一、市内 3館の男女共同参画セ

ンターと新設のこども青少年局児童虐待・ DV対策担当の3者を、同センターとして位置

づけています。 3者が一体的に DV相談支援センターとしての機能を果たすことにより 、

福祉部門と男女共同参画部門のさらなる連携をすすめ、 DV被害者の支援体制を強化し、

「相談、安全確保から自立までの切れ目のない支援Jを目指します。

/
 '
 

①毘偶者等からの暴力の相談をお受けします。(専用回線による電話相談‘予約制の面鐙相談)

V 相談支援センターの業務内容横浜市 D

②問題解決に復立つ情報提供や制度利用の調整を行います。 等~(韮置相談話明書の発行

〆〆〆③緊急時の安全確保の相談に応じます。(一時保護の決定は、神奈川県が実施)

④保護命令に関する相談に応じ、地方裁判所への書面握出を行います。

(保護命令の発令は、地方裁判所が実施) / 

⑤自立に向けた就業支援、住宅確保に関する制度や自助グループ等をご案内します。

|※ーーは新規業務 | 

8045-671-4275 
月曜~金曜の9時 30分-12時、 13時-16時30分

(祝日・年末年始を除く)

8045-865-2040 
月曜~金曜の9時 30分-20時(第4木曜を除く)

土曜・日曜'祝日の9時 30分-16時(年来年始を除く)

※棺談場所については非公開



[関係図】

l 縞浜市~相議支援台〉ター l 
こども青少年局児童虐待・DV対策担当

(統括・調整部門)
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<業務内容>

①専用回線による電話相談(予約制の面接相談)

②問題解決に役立つ情報提供や制度利用の調整

-制度利用のための来所相談証明書の発行等

③緊急時の安全確保の相談

④保護命令に関する相談

-地方裁判所への書面提出

⑤自立に向けた就業支援、住宅確保に関する制度や自助

グループ等の案内 E l 

|※ー一一ーーは新規業務 | 

区福祉保健センター

(女性福祉相談)

神奈川県

男女共同参画センター

令
竺竺Jl民同ふ:dL1f-害l

【平成 23年 9月"'10月の相談実績(合計)】

相談件数

証明書 保護命令

法対象DV
法対象外DV その他暴力

その他 合計 発行件数 書面提出件数

(交際相手) (親族等)

1 7 3イ牛 2 i'牛 2 1件 43件 239イ牛※ 34件 1件

※相談件数239件のうち、来所相談は 1O件




